
●  この申出書の右側部分[移換可否決定通知書] へ、企業年金の実施機関であ
らかじめ証明を受けた後にauアセットマネジメントへご提出ください。
（お申出に際しましては、個人型確定拠出年金で掛金の拠出手続きをいただく
必要があります。）

●  移換のお申出には、制約があります。
この記入ガイド左側部分下段「移換申出にあたっての留意事項」をご確認くだ
さい。

企業年金の名称をご記入
ください。

移換可の場合、国民年金基金
連合会をご記入ください。

注意事項

申出者(お客様) 
が書類左側部分
を作成❶

申出者(お客様) 
が企業年金の実施
機関へ送付

❷
企業年金の実施機
関で書類右側部分
を作成

❸
（注）企業年金の実施機関からauアセットマネジメントへ直送する場合は、必ず事前に申出者（お客様）からカスタマーサービスセンターへご連絡ください。

● 届出区分
● 基礎年金番号
● 氏名
● 生年月日
● 性別
● 住所
をご記入ください。

● 連絡先電話番号
日中に問合わせができる
電話番号を記入してくだ
さい。（携帯電話の電話
番号も可能です。）

●この申出書は、個人型確定拠出年金への移換について、移換元
の厚生年金基金または確定給付企業年金の実施事業所での証
明も兼ねています。（右の「移換可否決定通知書」の部分）

●この申出書は、上記の証明を受けた後に、移換先の運用関連運
営管理機関、若しくは受付金融機関に提出してください。（移換
元の厚生年金基金または確定給付企業年金から直接送付する
ことも可とします。）

● 厚生年金基金制度または確定給付企業年金制度からの移換
は、原則、以下の場合に行うことができます。
（1）個人型確定拠出年金の加入者の資格を有する場合
（2）移換元制度の資格喪失後、１年を経過していない場合

● 資格確認結果欄へご記入く
ださい。

●企業年金の実施機関で必ず
証明ください。

●お申出される方が記入いた
だく欄です。

移換可否決定者証明欄および
受付年月日へ記入してくださ
い。
※受付年月日は、資格喪失日
より後の日付をご記入くだ
さい。

● 移換元欄へご記入ください。

❶
❶
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❷
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❸
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❹
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移換申出にあたっての留意事項

●この申出を行う場合は、個人型確定拠出年金の加入申出を行う
ことが必要です。
この申出書の受付日時点で個人型確定拠出年金の加入申出が
行われていない場合には、加入申出書を提出し、それを受け付け
た日に移換申出が効力を生じるものとします。

● 複数の厚生年金基金制度または確定給付企業年金制度から資
産を移換する場合は、それぞれについて申出書を記入して提出
してください。

●移換した資産の運用割合指定方法につきましては、移換先の運
用関連運営管理機関にお問合せください。

●移換元制度の加入員番号は、本人の特定のために、移換元の厚
生年金基金、確定給付企業年金でのみ使用します。

●auアセットマネジメントへのご提出前に、移換可否決定者証明書欄への記入もれがないか、厚生年金基金等の受付日もれがないかご確認ください。記入もれがありますと受付できません。
●右側部分は企業年金の実施機関で記入いただく欄です。厚生年金基金または確定給付企業年金の実施機関であらかじめ証明をいただいてください。
*「移換可」の場合のみ、お手続きいただけます。

お客様へ
お願い

書類の流れ

企業年金の実施機
関が申出者(お客
様）へ返送（注）

❹
申出者(お客様) は、個人
型年金加入申出書類一
式と合わせてauアセット
マネジメントへ提出

❺
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